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  電子データの保存方法                   

Ｑ：電子データ保存が、令和６年１月から

始まりました。これまで、電子データはプリ

ントして書面を保存していたのですが、これ

からはどうしたらいいですか？                               

                                              

Ａ：可視性の確保と真実性の確保をする必

要があります。 

【解説】  

令和６年１月から、電子データの保存が義

務付けられましたので、今後は、可視性の確保

と真実性の確保をする必要があります。 

【可視性の確保】 

可視性の確保するには、次の①、②を満た

す必要があります。 

①  モニター・操作説明書等の備付け 

②  検索要件の充足 

ただし、２課税事業年度前の売上高が

5,000万円以下の事業者又は電子取引デー

タをプリントアウトして日付および取引

先ごとに整理している事業者は電子取引

データのダウンロードの求めに応じるこ

とができるようにしてあれば、②の要件は

不要となります。 

 【真実性の確保】 

専用のシステムを導入していなくても、不

当な訂正削除の防止に関する事務処理規

程を制定してこれを遵守することで要件

を充足することができます。 

そして、この場合には、電子取引データは、

消さずにそのまま保存するようにします。 
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